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「地域密着型金融推進計画」の進捗状況（平成１７年４月～平成１９年３月） 
 

１．地域密着型金融推進計画の全体的な進捗状況及び評価 
「地域密着型金融推進計画」において、「事業再生・中小企業金融の円滑化」、「経営力の強化」、「地域の利用者の利便性向上」の各種課題に取組み、数値目標はすべて達成しました。 

但し、制度や仕組みを導入した段階に止まり、十分なレベルに達していない課題もあり、引続き取組んできた施策を着実に実行し、地域のお客様にとって、「満足度の高い」、「利便性の高い」金融機関

を目指して参ります。 

（数値目標に対する実績） 
 

目  標  項  目 公表数値目標 実績 
計画比 達成率 

開  業  資  金 
４０先

５億円以上

４３先

６４６百万円 

３先

１４６百万円 

１０７．５％

１２９．２％ 

売 掛 債 権 担 保 保 証 
２０件

２億円

３２件

２４２百万円 

１２件

４２百万円 

１６０．０％

１２１．０％ 

債務者区分のランクアップ ８先以上 １０先 ２先 １２５．０％

 

２．主要項目の進捗状況 
（１）事業再生・中小企業金融の円滑化 

・ 創業・新事業支援機能等の強化については、開業資金目標４０先、５億円以上に対して、実績は４３先、６４６百万円と先数、金額とも目標を達成しました。 

・ 経営改善支援への取組みについては、お取引先３２先に対して、経営改善支援活動を行い１０先が正常先にランクアップし、目標（８先）を達成しました。 

・ 担保・保証に過度に依存しない融資の推進として、売掛債権担保融資の活用に積極的に取組み、目標２０件、２億円に対して実績は３２件、２４２百万円と件数、金額とも目標を達成しました。 

また当金庫独自のスコアリングモデル融資商品（ステップ・５００）の販売を開始（１９年２月）しました。 

（２）経営力の強化 

・ リスク管理態勢については、部会等を立上げ、内部格付の導入、新ＢＩＳ対応に取組み、１８年１１月にＳＳＣの企業信用格付システムを導入し、１９年３月に新ＢＩＳに基づく自己資本比率算出の基準等を

制定しました。また、市場リスク管理については、外部有価証券管理システムを導入し、ＶａＲによるリスク計量化に取組み、統合的なリスク管理に向けて態勢整備を図りました。 

・ 法令等遵守態勢については、理事長の臨店、勉強会・研修会の実施により、コンプライアンス意識の向上を図るとともに、連続休暇取得者に対する事務処理検証の実施、専担者、コンプライアンス副責

任者の配置等体制面での強化を図りました。 

（３）地域の利用者の利便性向上 

・ 顧客満足度調査を１７年１２月、１８年１０月に実施しました。１８年６月に調査結果及び経営改善を図った項目を公表しました。また１８年１２月より店頭に「お客様の声カード」を設置し、ご意見をもとに、業

務改善とサービス向上に努めております。 

・ お客様からの質問や相談等で頻度の高い項目についてホームページで公表しました。 

・ お客様の多様化するニーズにお応えすべく、個人年金保険・投資信託の販売を開始するとともに、高利回り預金（定期積金、定期預金）を販売しました。 
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３．個別の取組み進捗状況 
具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化   

・審査能力の向上を図り融

資審査態勢を強化 

・外部研修への派遣、審査トレーニー等の実施 ・全信協主催の目利き力養成講座に２

名、千信協主催の目利き力養成講座

に６名、中小企業経営改善支援講座

に４名派遣しました。 

・審査トレーニーは計画通り１８回（５０

名）実施しました。 

・１８年７月より若手職員の融資スキル

習得を目的とした融資スクールを開講

し、１９年３月に２１名が課程を終了しま

した。 

・全信協主催の目利き力養成講座

に１名派遣しました。 

・審査トレーニーは６回（１７名）実施

しました。 

・１８年７月より若手職員の融資スキ

ル習得を目的とした融資スクールを

開講し２２名が受講し、１９年３月に２

１名が課程を修了しました。 

・中小企業新事業活動促進法（旧経営革新支援法）の活用

推進 

・１６年度中に認可を受けた３先に対し

て中小企業活性化支援資金（５０百万

円）を実行しました。 

・１８年２月に店長・営業推進リーダー

（４２名）を対象に説明会を実施しまし

た。 

・１７年度に新たに取引先２先が千葉

県より承認を受けました。（累計６先） 

・活用を推進しましたが新たな認可

先はありませんでした。 

・外部機関との連携強化 

・国民生活金融公庫との業

務連携に係わる覚書締結 

・国民生活金融公庫との業

務連携推進 

・１８年３月に業務連携に係わる覚書を

締結し、活用を周知し推進しました。 

・国民生活金融公庫との業務連携を

周知し推進しました。 

 （１）創業・新事業支援

機能等の強化 

・業種別データ蓄積による

効率的審査態勢の構築 

・事業の成長段階に応じた

適切な指導 

開業資金融資目標：４０先、

５億円以上 

・開業後モニタリングを実施

しデータを蓄積 

・業種別データ収集蓄積の

継続、データ分析 

・業種別審査マニュアルを作

成し、庫内研修を実施 

・対象業種を拡大してデータ

収集 

・開業資金実績４３先６４６百万円 

・１６～１８年度上期に開業資金を与信

した、飲食業者等６先に対して開業後

モニタリングを実施しました。 

・業種別審査マニュアル農業関係（養

豚）を作成し、１９年３月に融資統括を

対象に説明会を実施しました。 

・開業資金実績２２先１９６百万円 

・業種別審査マニュアル農業関係

（養豚）を作成し、１９年３月に融資

統括を対象に説明会を実施しまし

た。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

○その１ 取引先企業に対す

る経営相談・支援機能の強

化 

・自金庫内情報の共有化に

より取引先のニーズに対し

タイムリーな情報提供が図

れる仕組みを構築 

・自金庫内情報共有化の仕

組みの運用開始 

 

 ・情報共有化（庫内ＬＡＮの構築）につ

いては、１８年３月より運用開始しまし

た。 

・ビジネスマッチング実績４８件 

 

・庫内に周知し利用促進を図りまし

た。 

・ビジネスマッチング実績７件 

 

・業界内等のネットワークを

通じて得た庫外情報の提

供 

・外部団体との連携による

コンサルティング機能の提

供 

・「ビジネス・マッチングシステム」、「しんきんふれあいネット

通信」及び中小企業支援センター等の積極的推進 

・中小企業支援センターの活用を推進

するため１８年２月に店長・営業推進リ

ーダー（４２名）を対象に研修会を実施

して利用促進を図りました。 

・「ビジネス・マッチングシステム」、「し

んきんふれあいネット通信」の説明会

を実施し利用促進を図りました。 

・庫内に周知し利用促進を図りまし

た。 

 

 

・経営支援業務マニュアルを

策定し、営業店に対し説明

会を実施 

・経営支援先の選定、経営

改善計画書の策定 

・経営改善に有効な事例・ノ

ウハウ等を営業店に還元 

○その２ 要注意先債権等の

健全債権化等に向けた取

組みの強化 

・経営改善指導に支援専担

者を２名配置 

・経営支援業務マニュアル

の策定 

・債務者の見直しを随時行

い、経営改善の必要な先は

早期に経営支援に取組む 

 

目標：３２先リストアップして

改善指導を行い、８先以上

のランクアップを目指す 

・経営支援先への指導、モニタリングの実施 

・支援専担者の配置や経営支援業務

マニュアルの制定（１７年６月）等体制

面を整備し、１７年９月経営支援先３２

先を選定して、経営改善計画書策定

指導等に取り組みました。 

・１８年８月に新たに経営支援先となっ

た６先に対して経営改善計画書の策

定指導を行いました。 

・経営支援先に対して経営改善計画

の進捗やキャッシュフロー推移などの

モニタリング等、経営支援活動を実施

し、１０先が正常先にランクアップしま

した。 

 

・１８年８月に経営支援先の洗い替

えを行い、新たに支援対象先となっ

た６先に経営改善計画書の策定指

導等経営支援活動を実施しました。 

・経営支援先６先が正常先にランク

アップしました。 

 

 

 （２）取引先企業に対す

る経営相談・支援機能

の強化 

 

○その３ 健全債権化等の強

化に関する実績の公表等 

・公表内容の充実を図り、

半期毎（８月・１１月）に公表

・支援活動の状況、実績を公表 ・半期毎に経営支援活動の状況、実

績をホームページで公表しました。 

・１８年１１月に経営支援活動の状

況、実績をホームページで公表しま

した。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

○その１ 事業再生に向けた

積極的取組み 

・破綻懸念先１先につい

て、中小企業再生支援協

議会の活用を推進する 

・対象取引先との協議 

・中小企業再生支援協議会

への持込 

 ・中小企業再生支援協議会の活用に

ついては、経営支援対象先１先が事

業再生計画を申請し、１８年３月に認

定を受けました。 

・当初同協議会の活用を想定していた

支援先については、コンサルタント会

社を決定し事業再生計画申請に向け

て最終的な協議をしております。 

・千葉県、中小企業基盤整備機構及

び県内金融機関などが設立する千葉

中小企業再生ファンドへの出資（２０百

万円）を決定し、１９年３月末時点で４９

０万円出資しました。 

・当初同協会の活用を想定していた

支援先については、１８年８月にコ

ンサルタント会社を決定し、事業再

生計画申請に向けて最終的な協議

をしております。 

・千葉中小企業再生ファンドに４９０

万円出資しました。 

 

（３）事業再生に向けた

積極的取組み 

○その２ 再生支援実績に関

する情報開示の拡充、再生

ノウハウ共有化の一層の推

進 

・再生支援活動を実施し、

再生支援に関する有効な

情報を開示する 

・該当する事例があれば公表する ・該当する事例はありませんでした。 ・該当する事例はありませんでした。 

 

（４）担保・保証に過度

に依存しない融資の推

進等 

○その１ 担保・保証に過度

に依存しない融資の推進 

・実態確認を重視した融資

審査及び融資後の事後モニ

タリングの実施 

・当金庫独自のスコアリング

モデルを活用した中小企業

向け融資の推進 

・ダッシュ５０００、スパート３０

００の継続的推進 

・与信先実態確認のための

訪問結果表の制定・活用開

始 

・事後モニタリング制度の導

入 

・スコアリングモデル融資の

取扱い開始 

・事後モニタリング制度の見

直し 

・１７年５月に与信後事後モニタリング

実施要領を制定し、１７年６月より対象

先のモニタリングを開始しました。１８

年４月に対象先の見直しを図り、１９年

３月末時点で５３先のモニタリングを実

施しております。 

・１８年２月に「訪問・面談結果表」を制

定し、３月より活用を開始しました。 

・当金庫独自のスコアリングモデル融

資については、１９年２月より信用金庫

業界の中小企業信用リスクデータベ

ース（ＳＤＢ）を活用した「ステップ・５０

０」の取扱いを開始しました。 

・ダッシュ５０００、スパート３０００、アシ

スト２０００累計実行額２５７件２，７７６

百万円 

・１８年４月に対象先の見直しを図

り、１９年３月末現在５３先のモニタリ

ングを実施しております。 

・当金庫独自のスコアリングモデル

融資については、１９年２月より信用

金庫業界の中小企業信用リスクデ

ータベース（ＳＤＢ）を活用した「ステ

ップ・５００」の取扱いを開始しまし

た。 

 １９年３月末実績１４件５０百万円 

・ダッシュ５０００、スパート３０００、ア

シスト２０００の実績６９件７９０百万円 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

○その２ 中小企業の資金調

達手法の多様化等 

・財務諸表の精度の相対的

に高い中小企業に対する担

保等を優遇した融資の推進

・財務諸表の精度が相対的

に高い中小企業に対しての

取組み検討 

 

・財務諸表の精度の相対的

に高い中小企業に対する担

保等を優遇した融資制度の

取扱い開始 

・１９年２月より販売を開始した「ステッ

プ・５００」で、『「中小企業の会計に関

する指針」の適用に関するチェックリス

ト』添付者に対する金利優遇を実施し

ております。 

・１９年２月に、企業の所有する機械設

備を担保とする「設備担保信用補完制

度（しんきんＭＥサポート）」の契約を

信金中央金庫と締結しました。 

・１９年２月より販売を開始した「ステ

ップ・５００」で、『「中小企業の会計

に関する指針」の適用に関するチェ

ックリスト』添付者に対する金利優遇

を実施しております。 

・１９年２月に企業の所有する機械

設備を担保とする「設備担保信用補

完制度（しんきんＭＥサポート）」の

契約を信金中央金庫と締結しまし

た。 

  

・売掛債権担保融資の取組

み強化 

売掛債権担保融資目標：

２０件、２億円 

・シンジケートローンへの積

極的参加 

・売掛債権担保融資・シンジケートローンへの参加推進 ・売掛債権担保融資の説明会を１８年

２月に部店長・営推リーダー（４２名）を

対象に実施しました。 

・売掛債権担保融資実績は３２件２４２

百万円 

・シンジケートローンへの参加は１件あ

りました。 

コミット型シンジケートローン 

当金庫コミット金額１億円 

（内実行額１億円） 

・売掛債権担保融資の実績８件５９

百万円 

・コミット型シンジケートローン 

当金庫コミット金額１億円 

（内実行額１８百万円） 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

 （５）顧客への説明態勢

の整備、相談苦情処理

機能の強化 

・与信取引に関する顧客へ

の説明マニュアルの継続的

な見直し 

・実効性を確保するための

内部管理態勢の整備 

・苦情について、再発防止と

サービス向上に活かせる体

制の強化 

・与信取引に関する顧客へ

の説明マニュアルの改正 

・上期に発生した苦情等を

データベース化 

・理解度についてアンケート

調査、融資担当者へのヒアリ

ング 

・担当部による顧客説明態

勢の検証、臨店指導の実施

および内部監査部門による

顧客説明態勢の検証 

・営業店、担当部署に対し１

７年度上期に発生した苦情

等の分析結果、未然防止策

を還元 

・内部監査部門、担当部によ

る顧客説明態勢の検証の継

続 

・監査結果を踏まえた研修

会、臨店指導の実施 

・営業店、担当部署に対し、

発生した苦情等の分析結

果、未然防止策を還元 

・与信取引に関する顧客へ

の説明マニュアルの見直し 

 

・包括根保証の廃止に伴い、平成１７

年６月に「与信取引に関する顧客への

説明マニュアル」を改正しました。 

・営業店における顧客説明態勢検証

の為全店に臨店して理解度の確認ヒ

アリングを実施し、ヒアリング結果を踏

まえて店内勉強会を実施しました。 

・営業店監査の際に顧客説明態勢の

検証を実施しました。 

・１８年１１月に融資統括を対象に顧客

への説明態勢について研修会を実施

しました。 

・苦情の未然防止に向けて事務処理

能力向上を目的とした階層別研修、

顧客応対の向上を目的としたマナー

研修を実施するとともに、苦情事例を

取りまとめて営業店にフィードバック

し、再発防止に努めております。 

・１８年９月にホームページで苦情等の

申出先の担当部署名、連絡先を公表

しました。 

・些細な苦情等についても報告が徹

底されるよう、１９年２月に苦情処理マ

ニュアルを改正、１９年３月に顧客から

の申出等受付処理マニュアルを制定

し、苦情処理体制の整備・強化を図っ

ております。 

・臨店により与信取引に関する顧客

説明のヒアリングを実施しました。 

（１５店舗） 

・営業店監査の際に顧客説明態勢

の検証を実施しました。（９店舗） 

・１８年１１月に融資統括を対象に顧

客への説明態勢についての研修会

を実施しました。 

・１９年２月に「苦情処理マニュアル」

を改正するとともに、１９年３月に「顧

客からの申出等受付処理マニュア

ル」を制定し、苦情処理態勢の整

備・強化を図りました。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

・審査トレーニー、臨店指導の実施 ・５０名に対して審査トレーニーを実施

しました。 

・全店舗に対して臨店指導を実施しま

した。 

 

 

・１７名に対して審査トレーニーを実

施しました。 

・１５店舗の臨店指導を実施しまし

た。 

・千信協目利き力養成講座

研修を２名が受講 

・外部講師による再生支援

に関する集合研修の実施 

・千信協目利き力養成講座

に２名を派遣 

・全信協目利き力養成講座に２名、千

信協目利き力養成講座等に６名、中

小企業経営改善支援講座に４名派遣

しました。 

・１８年１月、３月に事業先融資渉外研

修を実施し、営業推進係３０名が受講

しました。 

・１８年２月に外部講師による企業再生

支援研修を実施し、店長・統括５１名

が受講しました。 

・１８年７月より若手職員の融資スキル

習得を目的とした融資スクールを開講

し、１９年３月に２１名が課程を修了し

ました。 

 

 

・全信協目利き力養成講座に１名派

遣しました。 

・１８年７月より若手職員の融資スキ

ル習得を目的とした融資スクールを

開講し、１９年３月に２１名が課程を

修了しました。 

 （６）人材の育成 ・審査トレーニーの実施 

・支援先の策定する改善計

画書や事業計画書の妥当

性の検討及び支援活動を通

じて経営支援業務能力向上

を図る 

・営業店担当者に対し経営

支援業務マニュアルの説明

 ・１７年６、７月に説明会を実施しまし

た。 

 

 

・臨店時に営業店担当者に対し指

導しております。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

２．経営力の強化 

・新ＢＩＳ基準での検証体制

を確立するとともにリスク状

況等の開示情報の拡充を検

討する 

・現状のリスク・アセット算出

の検証体制の確認、見直し 

・新しい自己資本比率の算

定プロセス及び検証体制に

ついての検討 

・新しい自己資本比率規制

の告示改正を踏まえ、算定

プロセス及び検証体制の検

討・試行 

・算定プロセスを含めた検証

体制の確立 

・１８年１月に新ＢＩＳ対応のための作業

部会を設置し、対応策の検討を開始し

ました。 

・標準的手法による信用（貸出金）リス

ク・アセット算出については、信金東京

共同事務センターのシステムを利用す

るため、１８年６月より各種登録を開始

し、１９年１月より運用を開始しました。

・１８年８月に抵当権付住宅ローン担

保評価システムを導入し、１９年１月よ

り運用を開始しました。 

・１９年３月に新しい「自己資本比率算

出におけるリスク・アセット算出基準」

及び「アウトライヤー算出基準」を制定

し、第１の柱及び第２の柱の算出・検

証方法等を明確化しました。 

・１８年１２月よりリスク・アセットの算

出を開始しました。 

・１９年１月より抵当権付住宅ローン

担保評価システムの運用を開始し

ました。 

・１９年３月に新しい「自己資本比率

算出におけるリスク・アセット算出基

準」及び「アウトライヤー算出基準」

を制定し、第１の柱及び第２の柱の

算出・検証方法等を明確化しまし

た。 

・信用リスクは定性要因を加

味した内部格付制度の導入

を図る（１８年１０月目途） 

・内部格付制度の導入を図

るため専担者、プロジェクト

チームの編成、格付システ

ムの選択を行う 

・内部格付の試行 

・内部格付の運用開始（１８

年１０月目途） 

・内部格付制度については、１８年１月

に関連部署からなるプロジェクトチー

ム（６名）を編成して運用に向けて検討

を開始し、１８年１１月よりＳＳＣの企業

信用格付システムを導入し登録を開

始しました。 

・１８年１１月よりＳＳＣの企業信用格

付システムを導入し登録を開始しま

した。 

 （１）リスク管理態勢の

充実 

・市場リスクはＶａＲを用いて

有価証券全体のリスクを計

量化し、運用枠設定等への

活用を検討 

・外部有価証券管理システ

ムの導入し、ＶａＲによる金利

リスクの計量化開始 

 

・ＶａＲによるリスクの計量化

のリスクカテゴリーの拡大お

よび検証開始、運用枠設定

等への活用試行 

・外部有価証券管理システムを導入

し、ＶａＲによるリスク計量化（金利・株

価）を開始しました。 

・ＶａＲによるリスク量算出（金利・株

価）を実施した。為替ＶａＲについて

は、有価証券管理システムの対応

が遅れており、１９年度上期以降と

なる見通し。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

・金利設定の為の内部基準

の整備を進め適正なプライ

シングの推進を図る 

・信用リスクデータの収集 

・金利設定のための内部基

準の検討 

・債務者区分別基準金利の

見直し、運用 

 

・債務者区分別のデフォルト率等のデ

ータ収集を開始しました。 

・信用金庫業界の中小企業信用リスク

データベース（ＳＤＢ）の還元データの

分析を実施しました。 

・債務者区分別基準金利について

は、デフォルトデータを基に見直しを

進めています。 

・債務者区分別基準金利について

は、デフォルトデータを基に見直し

を進めています。 

（２）収益管理態勢の整

備と収益力の向上 

・貸出金増強による資金運

用収益の増加と非金利収入

の拡充 

・住宅ローン商品性見直し 

・無保証マイカーローンの発

売 

・営業推進係行動基準の検

討 

・個人年金保険の販売開始

・営業推進係行動基準の運

用 

・投資信託の販売開始 

・１７年５月より全期間固定住宅ロー

ン・無保証マイカーローンの取扱いを

開始しました。 

・１７年１２月より個人年金保険の販売

を開始しました。 

・１８年３月に営業店推進活動基準、

１８年７月に営業推進係行動基準を制

定し、営業推進体制の強化を図りまし

た。 

・１８年９月に農業者向けの融資推進

の強化を図るため農林漁業金融公庫

との業務連携の覚書を締結しました。 

・１８年１０月より、投資信託の販売を開

始しました。 

・営業推進係行動基準の遵守徹底

のための臨店指導を実施しました。 

・１８年１０月より、投資信託の販売を

開始しました。 

 

（３）ガバナンスの強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総代の意見を求める取組

みを更に進める 

・総代会終了後、総代との意

見交換を更に充実させる 

・通常総代会において、議

案審議終了後に出席総代に

対し意見を求める 

・ディスクロージャー誌の内

容充実 

・取組み継続実施 ・総代会において、議案審議終了後

に出席総代と意見交換を実施しまし

た。 

・半期ディスクロージャー誌に地域内

の資金還元状況を掲載しました。 

・１８年６月に発行したディスクロージャ

ー誌で地域内の資金還元状況、地域

密着型金融推進計画、お客様満足度

調査の概要等を掲載し、開示情報の

充実を図りました。 

・１９年１月に開催した信友会総会の

終了後総代と意見交換を行いました。

・１９年１月に開催した信友会総会

の終了後総代と意見交換を行いま

した。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

・コンプライアンス・プログラムの実施状況、苦情等の対応状

況及び事務処理状況等の監査・点検を継続して実施 

 （４）法令等遵守（コン

プライアンス）態勢の強

化 

 

○その１ 営業店に対する法

令等遵守状況の点検強化

等 

・毎年策定するコンプライア

ンス・プログラムの実践計画

に沿って役職員の教育・啓

蒙活動を実施 

・業務プロセスの見直し及び

各種マニュアルの整備と内

部管理体制の強化を図り不

祥事件を発生させない仕組

みを整備する 

・総務部、監査部で法令等

遵守態勢の点検強化につと

める 

・連続休暇取得中の点検に

ついての規定を策定 

・就業規則の見直しを行い

違反者に対する罰則規定を

策定 

・管理職に対し外部講師に

よる集合研修を５月に実施 

・公益通報者の保護につい

ての庫内周知 

・事務部による臨店指導を全店に対し

て実施しました。 

・営業店における自主研修会の実施

状況の検証を実施しました。 

・１８年３月に就業規則の改正を行い、

罰則規定を整備しました。 

・１８年３月に「連続休暇取得職員事務

処理状況等確認要領」制定し、５月よ

り連続休暇取得者に対する事務処理

状況等の検証を実施しました。 

・１８年６月に不祥事件を発生させない

職場づくりをテーマとした研修を実施

しました。 

・１８年１１月に理事長が全店を臨店

し、法令等遵守に係る経営姿勢を周

知徹底しました。また、コンプライアン

ス担当役員および業務担当役員が臨

店指導を行いました。 

・１８年１１月に統括部署に専担者を、

各部署にコンプライアンス副責任者を

配置し、遵守体制の強化を図りまし

た。 

・１８年１１月にコンプライアンス定期チ

ェックとして全職員に就業規則遵守状

況のモニタリングを実施し、モニタリン

グ結果を参考に１９年３月就業規則を

改正しました。 

・１８年１２月に内部通報制度を活用し

た内部牽制を確保するため、「行動基

準」を改正し通報先に監事を加えるな

ど通報者の保護について職員へ周知

しました。 

 

 

 

・１８年１１月に理事長が全店を臨店

し、法令等遵守に係る経営姿勢を

周知徹底しました。また、コンプライ

アンス担当役員および業務担当役

員が臨店指導を行いました。 

・１８年１１月に統括部署に専担者

を、各部署にコンプライアンス副責

任者を配置し、遵守体制の強化を

図りました。 

・１８年１１月にコンプライアンス定期

チェックとして全職員に就業規則遵

守状況のモニタリングを実施し、モ

ニタリング結果を参考に１９年３月就

業規則を改正しました。 

・１８年１２月に内部通報制度を活用

した内部牽制を確保するため、「行

動基準」を改正し通報先に監事を

加えるなど通報者の保護について

職員へ周知しました。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

 ○その２ 適切な顧客情報の

管理・取扱いの確保 

・各種研修会等を実施し、職

員教育の強化を図る 

・情報保護に関する諸規定

の遵守状況の検証及び規定

の整備 

・安全管理措置に関する諸

規定の整備 

・管理職に対し外部講師に

よる集合研修と通信教育を

実施 

・顧客情報へのアクセス管理

の徹底 

・内部関係者による顧客情

報の持ち出し防止策の策定

・職員の入庫、退庫時のチェ

ック体制の強化 

・不正アクセス対策の検討・

システム導入 

・顧客情報管理体制の検証

・個人情報保護に関する諸規定およ

び情報セキュリティに関する諸規定を

策定し、情報資産保護態勢の整備を

図りました。 

・個人情報保護法について外部講師

による研修会（役員・管理職９２名）及

び通信教育（同９７名）を実施しまし

た。 

・１７年７月にパソコンデータ漏洩防止

ソフト、１８年１１月にパソコンのセキュリ

ティシステムを導入しました。 

・１８年６月に顧客情報の漏洩を防止

するため、営業室内への私物の持ち

込みを禁止し、１８年１０月より監査部

が遵守状況のチェックを実施しまし

た。 

・臨店、研修会、会議等の機会を捉

えて個人情報保護意識の徹底を図

りました。 

・１９年３月に「情報管理基本規定」

および「情報機器設備管理規定」を

制定しました。 

・１８年１１月にパソコンのアクセス・

資産管理を目的としたセキュリティ

システムを導入しました。 

・営業室への私物持ち込み持込禁

止について、１８年１０月より監査部

が遵守状況のチェックを実施しまし

た。 

 

（５）ＩＴの戦略的活用 

 

・ＩＴを活用したチャネルの有

効活用を図る 

・金庫内ネットワークを再構

築し、顧客データベースを

整備し有効活用を図る 

・キャッシュカードを利用した

口座振替受付サービス導入

（１７年９月） 

・法人インターネットバンキン

グの導入（１７年１１月） 

・ＡＴＭ他業態との入金業務

提携（１８年１月） 

 

・ＡＴＭによるクレジットカー

ド返済機能提携（１８年５月）

・金庫内ネットワークの再構

築 

・ＣＲＭシステムの導入 

・顧客データベース有効利

用のためのシステムの導入 

・口座振替受付サービス（１７年９月）

及び ATM 他業態（第二地銀、労金、

信用組合）との入金業務提携（１８年１

月）はスケジュール通り実施しました。

・法人インターネットバンキングは１８年

３月に導入を決定し、１８年６月より開

始しました。 

・１８年６月金庫内ネットワークの再構

築を図りました。 

・１８年９月にＡＴＭによるクレジットカ

ード返済機能の提供を開始しました。

・１８年１０月顧客データベース有効利

用のため信金東京共同事務センター

のシステム（DWH）を導入しました。 

・１８年１０月顧客データベース有効

利用のため信金東京共同事務セン

ターのシステム（DWH）を導入しまし

た。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

 （６）協同組織中央機関

の機能強化 

・信金中金からのＡＬＭ支

援、ポートフォリオ分析を通

じ、リスク管理能力の向上を

図る 

・余裕資金の運用に信金中

金から提供される高利回商

品を活用 

通年で実施 ・信金中金の特別定期預金及び延長

特約付定期預金を余裕資金の運用に

活用しております。 

・信金中金から有価証券ポートフォリ

オ分析を受けました。 

・１７年１２月に関東信用金庫協会が開

催した「リスク管理勉強会」に２名が参

加しました。 

・高利回りの定期積金の販売に当たっ

て積立定期預金を活用して、マッチン

グ運用を図りました。 

・１８年１１月に信金中金より、講師を招

き、新ＢＩＳ規制、ＡＬＭ支援について

勉強会を実施しました。 

・１８年１１月に信金中金より、講師を

招き、新ＢＩＳ規制、ＡＬＭ支援につ

いて勉強会を実施しました。 

３．地域の利用者の利便性向上 

・地域貢献活動の開示項

目、開示方法の検討 

  （１）地域貢献等に関す

る情報開示 

○その１ 地域貢献等に関す

る情報開示 

・金融活動の情報を分かりや

すく情報開示する ・ディスクロージャー誌、ホームページ等での情報開示 

・開示項目の充実検討 

 

・ディスクロージャー誌に、地域内の資

金還元状況、地域密着型金融推進計

画および進捗状況、１７年１２月に実施

した顧客満足度調査の概要を掲載し

ました。 

・半期ディスクロージャー誌に、地域内

の資金還元状況として、業務純益等

の損益、地域内の資金還元状況、貸

出金科目別残高を掲載しました。 

・１８年６月よりディスクロージャー誌お

よび半期ディスクロージャー誌は、ホ

ームページにも掲載しております。 

・開示項目の充実を図るため、１８年

１１月に発行した半期ディスクロージ

ャー誌に、地域内の資金還元状況

として貸出金科目別残高を掲載しま

した。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

 ○その２ 充実した分かりやす

い情報開示の推進 

・顧客の問い合わせ等に対

し適切に回答できるよう説明

資料を作成し職員へ周知 

・質問や相談等で頻度の高

いものについて回答事例を

作成しホームページ等で公

表する 

・顧客の意見を反映させディ

スクロージャー誌の内容を充

実させる 

・１７年度ディスクロージャー

誌に折込したアンケート返送

分の集計・分析 

・説明資料の作成による職

員の周知 

・回答事例の検討 

・回答事例の公表 ・ディスクロージャー誌に折り込んだア

ンケートはがきの返送分について検討

しました。 

・ディスクロージャー誌に、地域内の資

金還元状況、地域密着型金融推進計

画および進捗状況、１７年１２月に実施

した顧客満足度調査結果の概要を掲

載しました。 

・半期ディスクロージャー誌に、業務純

益等の損益、地域内の資金還元状

況、預金・貸出金の科目別残高、預金

者別残高、預り資産残高を掲載しまし

た。 

・１８年９月にお客様からの質問や相

談等で頻度の高いものについての回

答事例を作成しホームページに掲載

しました。 

・１８年１１月に発行した半期ディスク

ロージャー誌に、預金・貸出金の科

目別残高、預金者別残高、預り資

産残高を掲載しました。 

・ディスクロージャー誌に折り込んだ

アンケートはがきによる意見を参考

に、ディスクロージャー誌の開示内

容の検討を行いました。 

 

 

（３）地域の利用者の満

足度を重視した金融機

関経営の確立 

・利用者の声をアンケートで

把握し、業務改善等が必要

な事項は適切に改善を図

り、その内容をできる限り公

表する 

・利用者の声を把握するた

めアンケート調査を実施 

・調査結果を踏まえ、改善策

を検討 

・営業推進係の収集する利

用者の声を本部で取りまとめ

る仕組みを構築し、分析・改

善を図る 

 

 

・１７年度中に利用者の声を

生かして経営・業務改善を

図った事項について、５月ま

でに公表する 

・関東信用金庫協会主催の顧客満足

度調査を１７年１２月、１８年１０月に実

施し、１８年６月に調査結果及び経営

改善を図った項目を公表しました。 

・１８年７月に顧客満足度調査の改善

対応策をとりまとめ改善への取組みを

開始しました。 

・１８年９月に高利回りの定期積金（プ

レミアム定期積金）、１８年１１月に高利

回りの定期預金（プレミアム定期預金）

を販売しました。 

・１８年１０月に投資信託の販売を開始

しました。 

・１８年１０月に法人顧客を対象とし

た顧客満足度調査を実施しました。 

・１８年１１月に高利回りの定期預金

（プレミアム定期預金）を販売しまし

た。 

・１８年１０月に投資信託の販売を開

始しました。 
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具体的な取組みおよび目標と実施スケジュール 進捗状況 

  取組方針及び目標 
１７年度 １８年度 １７年４月～１９年３月 

１８年１０月～１９年３月 

 （４）地域再生推進のた

めの各種施策との連携

等 

・地域の活性化を計画的に

実施する「まちづくり等」の視

点を踏まえ、再生施策に係

わる支援等の地域再生推進

に向けた各種施策との連携

を図り地域と一体となった取

組みを推進する 

・再生施策について各市町村との連携強化を図る ・香取地区の駅前商店街活性化支援

事業に係る資金として、１件与信を実

行しました。 

・当金庫の主力営業区域である千葉

県香取地域や茨城県鹿行地域の各

自治体が行う地域活性化事業の施策

について情報を収集に取組みました。

・各自治体よりの情報収集に努めま

したが、実績はありませんでした。 

４．進捗状況の公表 

 進捗状況の公表 ・取組みの特色や成果を示

すこと等を通じて、地域のお

客様に対し分かりやすい形

で半期毎（８月・１１月）に公

表 

・諸施策の進捗状況につい

て取りまとめ、分析のうえ公

表する 

・取組み継続実施 ・１７年１１月に「地域密着型金融推進

計画」をホームページで公表しました。

・半期毎に「市域密着型金融推進計

画」の進捗状況をホームページ、店頭

備え付けで公表いたしました。 

・１８年１１月に「地域密着型金融推

進計画」の１８年度上期の進捗状況

をホームページ、店頭備え付けで

公表いたしました。 
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４．経営改善支援の取組み実績（平成１７年４月から平成１９年３月） 
 

（単位：先数） 

  

 
 期初債務者数 うち経営改善支援 

取組み先 α 
αのうち期末に債務者 

区分が上昇した先数 β 

αのうち期末に債務者区分が

変化しなかった先数 γ 

正常先 ２，１０２ ４ ０ ２

その他要注意先 ２８３ ２７ １０ １５要

注

意

先 要管理先 ４ ０ ０ ０

破綻懸念先 ５２ ２ ０ ２

実質破綻先 ５１ ０ ０ ０

破綻先 １４ ０ ０ ０

合計 ２，５０６ ３３ １０ １９

 

・経営改善支援取組み先及び債務者区分は１７年４月時点で整理したものです。 

・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含んでいません。 

・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載しています。 

なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めていません。 

・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含めています。 

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が期初の債務者区分と異なっていたと

しても）期初の債務者区分に従って整理しています。 

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めていません。 

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載しています。 

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上しています。 

 

 


